
平成２９年度経営診断受診促進事業について        
 

平成２９年５月１９日 
（公社）全日本トラック協会 

 
 

１．事業の趣旨 

様々な経営課題を抱える会員事業者の相談ニーズに対応するため、全ト協または県ト協
が推薦する中小企業診断士等による「総合的な経営診断（ステップ１）」を行う。さらに、
その結果をベースに、経営改善に係る助言を行う「経営改善相談(ステップ２)」を実施す
る。 

 

2．事業の内容 

経営改善に取り組む事業者が、経営実態の把握と課題を抽出するために必要な「総合的

な経営診断(ステップ１)」を実施する場合に、経営診断費用の一部を助成する。 

「総合的な経営診断（ステップ１）」の後、診断士に具体的な経営相談、助言を希望す
る事業者に対して「経営改善相談(ステップ２)」を実施する。 
※「ステップ１」と「ステップ２」は同時に申込申請が可能 

※全ト協または県ト協が推薦する中小企業診断士等が実施する「全ト協標準経営診断 
システム」による診断を受診 

 
3．予算額 

３１０万円 

 

4．診断費用 

・総合的な経営診断（ステップ１）  １６万円（税別） 

・経営改善相談（ステップ２）       ５万円（税別） 

※診断士の交通費は別途 

 

5．助成金額 

（１）会員事業者 

①総合的な経営診断（ステップ１） 

８万円 （診断費用１６万円（税別）の２分の１） 

②経営改善相談（ステップ２） 

２万円 

※各都道府県トラック協会による協調助成は任意とする。 

（２）会員事業者（安全性優良事業所(Ｇマーク事業所)) 
①総合的な経営診断（ステップ１） 

１０万円 (８万円（診断費用１６万円（税別）の２分の１） + ２万円)  
②経営改善相談（ステップ２） 

３万円  

※申請時において安全性優良事業所(Ｇマーク)を取得していること。 
※各都道府県トラック協会による協調助成は任意とする。 

 

     
6．実施期間   
平成２９年６月１日～平成３０年２月２８日 

  
                               以上 
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経営診断受診促進事業のスキーム

１．総合的な経営診断 （ステップ１）

２．経営改善相談 （ステップ２）

専門家を派遣して総合的な経営診断を実施し、経営実態の把握と
課題抽出等を図る

・診 断費用 １６万円（消費税別） ※別途交通費（現地出張費）必要

・全ト協が診断費用の１／２ （８万円）を助成

※Gマーク取得事業所は１０万円を助成

・地方ト協がさらに助成することは妨げない

・診 断 士 全ト協の推薦のある者、又は、地方ト協の推薦のある者

助言を行い、経営改善提案 （改善提案書を発行）

全ト協に相談窓口を設置し、ステップ１「標準経営診断書」をベースに、トラッ
ク運送事業の経営診断に豊富な経験を持つ専門家により経営改善に係る
助言を行う

・相談対象者 上記１．「総合的な経営診断」の受診者

・相談方法等 相談日を定め、完全予約制で実施

・相談費用 ５万円（消費税別）※別途交通費（現地出張費）必要

・全ト協が２万円を助成

※Gマーク取得事業所は３万円を助成

・地方ト協がさらに助成することは妨げない

・診 断 士 ステップ１を診断した者と同一とする

標準経営診断 （診断書を発行）
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１．総合的な経営診断（ステップ１）

２．経営改善相談（ステップ２）

（※） 診断士はステップ１と同一とする
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④承諾

⑦事前調査表記入要請

⑧事前調査表記入・送付

⑫診断実施完了報告

⑩現地調査・診断の実施

⑪経営診断報告書の発行

⑭診断費用支払

⑬診断費用請求
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②申込①申込

⑤受診受付連絡⑥受診受付連絡

⑩助言・改善提案書作成、報告

③依頼

⑦日程調整

⑫診断費用請求

⑬診断費用支払

⑪改善提案書作成・報告

⑧相談日時連絡

⑨相談実施

④承諾

経営診断受診促進事業の手続きの流れ

⑰助成金交付 ⑯助成金交付

⑭助成金申請 ⑮助成金申請
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